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石岡地区の下水道

～　下水道の役割　～
●清潔で美しい街へ
　下水道が整備されると、トイレ・台所・風呂等から排出される汚れた水を直接下水道に流すことができます。このため側溝などがきれいになり、悪臭や蚊、ハエの発生しない清潔で美しい街へと改善されます。

●川や海がきれいに
　家庭や工場などから流れ出る汚れた水は、下水道管を通って下水処理場に送られ、きれいな水にしてから川や海へ流すので、魚や生き物の住む素晴らしい自然が守られます。

●水洗トイレでさわやか生活
　汚水はすべて下水処理場へ流れていくため、悪臭や汲み取り等の手間がいらず、清潔で臭いのない水洗トイレが使用できます。
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お問い合わせ　　　　　
石岡市都市建設部下水道課
電話0299-23-1111



１　受益者負担金
【受益者負担金制度について】
　下水道が整備されると、浄化槽を設置せずに台所やトイレなどの汚水を排除することができ、家の中をいつも快適に保つことができます。また、地域の生活環境そのものが大きく向上し、下水道のない地域に比べ土地の利用価値が上がることになります。
　しかし、下水道の建設には長い年月と巨額の費用がかかるうえ、不特定多数の人が利用できる道路や公園と異なり、利益を受ける人が下水道のできた地域の住民だけに限られる施設です。こうした施設の建設を市の税金だけで賄うと、下水道のない地域の住民には不公平になってしまいます。
そこで、下水道の設置によって利益を受ける皆様に建設費の一部を負担していただき、負担の公平を図るとともに、これによって下水道の建設を促進していこうというのが「受益者負担金制度」です。
（都市計画法第75条）
●対象となる土地（受益地）
　下水道が整備され、汚水の処理が可能となる区域を対象に「賦課対象区域」として告示します。この賦課対象区域にある土地（受益地）が対象となります。

●負担金を納めていただく方（受益者）
　下水道が整備される区域内に土地を持っている方が受益者負担金を納める人（受益者）になります。ただし、地上権者、借地権者におきましては、土地所有者の同意により、受益者となることもできます。

●受益者負担金の額は
　６７０円／㎡
　（石岡市石岡地区都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例　第６条）
　〈算出方法〉
　　　例えば、宅地330㎡を所有している場合は次の様になります。
　　　　単位負担金（円／㎡）×土地面積(㎡)＝　受益者負担金（円）
　　　　　　６７０円　　　　×　３３０㎡　＝　２２１，１００円

●受益者の申告は
　土地所有者に申告書を送付し、受益者を申告していただきます。



●負担金の納付方法は
　受益者負担金納付の方法は、一括納付と分割納付がございます。
1 　一括納付
最初の納期に負担金を全額一括納付します。
2 　分割納付
　　　受益者負担金決定額を5年に分割し、1年を更に4期に区分して計20期（回）に分けての分割納付ができます。

【納付例221,100円の場合】
	年度ごとの負担金
	期ごとの負担金

	年度
	負担金
	第１期
	第２期
	第３期
	第４期

	
	
	7月31日まで
	10月31日まで
	12月25日まで
	2月末日まで

	初年度
	45,100円
	12,100円
	11,000円
	11,000円
	11,000円

	２年度
	44,000円
	11,000円
	11,000円
	11,000円
	11,000円

	３年度
	44,000円
	11,000円
	11,000円
	11,000円
	11,000円

	４年度
	44,000円
	11,000円
	11,000円
	11,000円
	11,000円

	５年度
	44,000円
	11,000円
	11,000円
	11,000円
	11,000円




●受益者に変更があったときは
　　負担金納付の途中で、土地の売買等により受益者の変更があった場合には、１４日以内に「受益者変更届」により届出ていただきます。届出がない場合は、届出の日までは前受益者に納めていただくことになりますのでご注意ください。
　（石岡市石岡地区都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則　第４条）


●負担金の徴収猶予および減免
　　土地の状況または使用状況によって徴収猶予や減免が認められる場合がありますので、該当される場合は、「徴収猶予申請書」「減免申請書」をご提出ください。
・徴収猶予対象 … 現況が更地や農地の場合等
・減免対象　　 … 自治会所有の集会所等（７５％減免）
　（石岡市石岡地区都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例　第１０条及び第１１条）


２　排水設備について
◎排水設備とは
　家庭の台所、風呂場などの生活排水や水洗便所の汚水を下水道に流すために、個人の敷地内に設置する配水管やマスなどを排水設備といいます。この排水設備の設置や維持管理は個人負担となります。

◎接続できる排水管は
　公共下水道に接続できる配管は家庭から出る生活雑排水（トイレ、風呂、台所等）のみです。
雨水や工業排水は流すことはできません。

◎３年以内に水洗便所に改造を
　下水道法では、供用開始の日から３年以内に水洗便所に改造するよう義務づけておりますので、皆様のご協力をお願いいたします。

◎排水設備工事は石岡市の指定工事店で
　排水設備工事は市の指定する工事店でなければ施工できません。工事は必ず「石岡市下水道排水設備指定工事店」で行ってください。（工事店はホームページまたは下水道課窓口で確認できます。）

◎工事の流れ
	指定工事店へ工事の申し込み
	お客様⇒工事店



（見積・契約）

	「排水設備計画（確認・変更）申請書の提出
	工事店⇒市役所




	「排水設備計画確認通知書」の交付
	市役所⇒お客様



（工事施工）

	「排水設備工事完了届」の提出
	工事店⇒市役所



（工事完了検査）

	「排水設備検査済証」の交付
	市役所⇒お客様




	「下水道使用開始届」の提出
	お客様⇒市役所


下水道使用料について
●下水道使用料の支払いはいつから
　公共下水道使用開始届により使用を開始した日から発生します。

●下水道使用料はいくら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（消費税抜き）
	区分
	基本料金（1箇月につき）
	超過料金

	
	排除汚水量
	金額
	排除汚水量
	１㎥につき

	一般汚水
	10m3まで
	1,200円
	10m3を越え 20m3まで
	130円

	
	
	
	20m3を越え 30m3まで
	140円

	
	
	
	30m3を越え 50m3まで
	150円

	
	
	
	50m3を越え100m3まで
	160円

	
	
	
	100m3を超えるもの
	170円


※下水道使用料計算例（35m3の場合）
（基本料金+超過料金）×1.10（消費税）=使用料
｛1、200円＋(130円×10m3＋140円×10m3＋150円×5m3)｝×1.10＝5,115円（円未満切り捨て）

《使用料の支払い方法》
下水道使用料は使用開始後、毎月納めていただくことになります。納入方法は、「口座振替」と「納付制」との２通りの方法があります。
また、石岡市の湖北水道企業団区域内の下水道使用料は『上下水道料金一括納付』となります。

◎口座振替・・・皆様の取引金融機関の預金口座から毎月自動的に引落しさせていただく方法です。
　　　　　　　　口座振替のお申し込みは、預金に使用している印鑑をご持参のうえ取引金融機関にてお手続きください。
◎納付制・・・毎月納付書を各使用者に送付し、市役所、金融機関、コンビニ等で納めていただく方法です。

●変更等の届出について
　　公共下水道の使用者は、使用人数の変更、使用の休止、再開、若しくは名義の変更等が生じたときは、すみやかに届出をしてください。
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